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衆議院議員選挙
最高裁判所裁判官国民審査

投 票 日

2
/
1
8
( 日)

午前7時～午後6時

第
3
9回
衆
議
院
議
員
選
挙
が
己
月
旧

日
(
日
)
に
行
わ
れ
ま
す
。
同
時
に
、

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
も
行
わ

れ
ま
す
。

選
挙
は
。
私
た
ち
が
政
治
に
参
加
す

る
大
切
な
第
一
歩
で
あ
る
と
と
も
に
、

私
た
ち
の
意
志
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る

責
重
な
機
会
で
す
。一
人
ひ
と
り
が
棄
権

す
る
こ
と
な
く
大
切
な
一
票
を
投
票
し

ま
し
よ
う
。

《足立区で投票できる人》 投票できる人は選挙権があり、かつ、足立区の
選挙人名簿に登録されていることが必要です。

日
本
国
民

年
齢

満
二
十
歳
以
上

昭
和
四
十
五
年
二
月
十
九
日

以
前
に
生
ま
れ
た
人

足
立
区
に
住
民
票
か
あ
る

た
だ
し
、
平
成
元
年
十
一
月

二
日
ま
で
に
足
立
区
に

住
民
届
を
し
て
い
る
人

足
立
区
か
ら
転
出

た
だ
し
、
平
成
元
年
十
月

十
八
日
以
後

に
足
立
区

に

転
出
届
を
し
て
い
る
人

足
立
区
で
投
票
で
き
ま
す
!き

れ
い
な

一

票

衆 議 院 議 員 選 挙 → 候 補 者 名
最 高 裁 国 民 審 査 → × か無記入

足
立
区
で

投
票
で
き
る
方

今
回
の
衆
議
院
議
員
選
挙
で
、
足
立

匯
で
投
票
で
き
る
方
は
、
日
本
国
民
で

年
齢
満
2
0
歳
以
L
(

昭
和
4
5
年
2

月
1
9

口
以
前
に
牛
ま
れ
た
方
)

で
あ
り
、
足

を
区
の
選
乍
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
に
は
、

足
包
区
に
住
民
票
か
あ
り
、
か
つ
、
平

成
。兀
年
H

月
2

日
ま
で
に
住
民
登
録
を

し
て
い
る
方
が
、鳩
立
区
で
投
票
で
き
求
す
。

足
立
区
に

転
入
し
た
方

弔
成
元
年
H

月
3

日
以
降
に
、
足
皀

区
へ
転
人
し
た
方
は
、
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
住
所
要
件

が
満
た
さ
れ
な
い
の
で
、
足
立
区
で
投

票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
前
の
住

所
地
で
投
票
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
前
の
仕
所
地
の
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
。要
で
す
。

足
立
区
内
で

転
居
し
た
方

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
万

で
、
平
成
2
年
1
月
2
4日
ま
で
に
区
内

転
居
の
届
出
を
し
た
方
は
、
新
住
所
地

の
投
票
所
で
投
票
で
き
ま
す
が
、
平
成
2

年
1
川
2
5日
以
降
に
区
内
転
居
の
屈

出
を
し
た
方
は
、
旧
住
所
地
の
投
票
所

で
投
票
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

足
立
区
か
ら

転
出
し
た
方

嘔
成
元
年
1
0川
1
8日
以
降
、
足
立
区

か
ら
転
出
し
た
方
は
、
投
票
日
ま
で
足

茫
区
の
選
挙
人
々
n簿
に
登
録
さ
れ
て
い

れ
ば
、
足
立
区
で
投
票
で
き
ま
す
。

な
お
、
f
成
元
年
1
0月
1
7日
以
前
に

転
出
し
た
方
は
、
足
立
区
で
投
票
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

投票日に投票所へ行けない方や身体が不自由な方へ

事
前
に
投
票
で
き
ま
す

不
在

者
投
票

投
票
は
、
原
則
と
し
て
、
本
人
か
投

票
日
に
投
票
所
で
行
う
も
の
で
す
が
、

次
の
よ
う
な
理
由
で
、
当
日
投
票
所
へ

行
け
な
い
場
合
は
、
不
在
者
投
票
が
で

き
ま
す
。

●
投
票
口
に
、
投
票
区
の
区
域
外
で
職

務
や
業
務
に
従
事
す
る
方
。

●
投
票
凵
に
、
や
む
を
得
な
い
用
務
で

区
外
へ
旅
行
中
、
滞
在
中
の
方
。

●
病
気
、
妊
娠
、
身
体
の
障
害
な
ど
の

た
め
、
投
票
日
当
日
に
歩
く
こ
と
が
困

難
な
方
。

●
足
立
区
か
ら
転
出
し
た
方
で
、
足
立

区
に
投
票
資
格
の
あ
る
方
。

▼
不
在
者
投
票
の
方
法

《
窓
口
で
す
る
不
在
者
投
票
》

不
在
に
な
る
理
由
を
書
類
に
書
い
て

い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
印
か
ん
と
入

場
整
理
券
(
屈
い
て
い
る
場
合
)
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間

2
月
1
7日
(
L
)

ま
で

※
た
だ
し
、
中
央
本
町
庁
舎
は
。
2

月
1
5日
・
1
6日
・
1
7日
の
3
日
問
。

●
受
付
時
間

午
前
8
時
3
0
分
～
午
後
5
時

T
」・
日
・
祝
日
も
同
じ
)

●
受
付
場
所

○
区
役
所
本
庁
舎
(
1
住
)
3
階

選
挙
管
理
委
員
会

○
区
役
所
中
央
本
町
庁
舎
3
階

3
0
2
会
議
室
(
期
間
注
意
)

《
指
定
病
院
で
の
不
在
者
投
票
》

病
院
・
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入
院
・

入
所
さ
れ
て
い
る
方
で
、
そ
の
施
設
が

不
在
者
投
票
の
指
定
施
設
(
裏
面
表
等
)

に
な
っ
て
い
れ
ば
、
そ
こ
で
投
票
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

(
滞
在
地
で
の
不
在
者
投
票
》

長
期
間
出
張
な
ど
で
、
窓
口
へ
来
ら

れ
な
い
方
は
、
滞
在
地
の
選
挙
管
理
委

員
会
で
不
在
者
投
票
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

投
票
用
紙
な
ど
の
請
求
方
法
は
、
選

挙
管
理
委
員
会
へ
、
お
早
め
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

郵

便
(
在

宅
)
投

票

身
体
が
不
自
由
な
方
で
、
次
の
事
由

に
該
当
す
る
方
は
、
郵
便
に
よ
る
不
在

者
投
票
が
で
き
ま
す
。

●
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
ち
、両
下
肢
、

体
幹
、
移
動
機
能
の
障
害
の
程
度
が
1

級
ま
た
は
2
級
の
方
、
心
臓
、
じ
ん
臓
。

呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
、
直
暢
。
小
暢
の

障
害
の
程
度
か
1
級
ま
た
は
3
級
の
方
。

●
戦
傷
病
者
手
帳
を
持
ち
、
障
害
の
程

度
が
上
記
に
準
ず
る
方
。

《
郵
便
投
票
の
方
法
》

投
票
に
は
、
郵
便
投
票
証
明
書
が
必

要
で
す
。
郵
便
投
票
証
明
書
を
お
持
ち

の
方
は
。
投
票
日
の
4
日
前
(
2
月
1
4

日
)
の
午
後
5
時
ま
で
に
請
求
し
て
く

だ
さ
い
。

代
理
投
票
と
点
字
投
票

投
票
所
で
は
、
身
体
が
不
自
由
な
方
、

ま
た
は
、
字
の
読
み
書
き
が
で
き
な
い

方
で
、
自
分
で
投
票
川
紙
に
候
柿
者
の

氏
名
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
方
の
た

め
に
、
代
理
投
票
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
目
の
不
自
由
な
方
は
、
点
字
投

票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

《
代
理
投
票
の
方
法
》

代
理
投
票
を
す
る
方
は
。投
票
所
で
。

投
票
所
係
員
に
代
理
投
票
を
す
る
旨
を

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
代
理
投
票
該

当
者
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
場
で

補
助
軒
2
人
(
投
票
所
係
員
)
が
付
き

ま
す
。
補
助
者
に
、
候
補
者
名
を
投
票

用
紙
に
記
載
し
て
も
ら
い
ま
す
が
。
当

然
。
投
票
内
容
の
秘
密
は
厳
格
に
守
ら

れ
ま
す
。

《
点
字
投
票
の
方
法
》

点
字
投
票
を
す
る
方
は
、投
票
所
で
、

投
票
所
係
員
に
点
字
投
票
を
す
る
旨
を

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
点
字
投
票
用

の
投
票
用
紙
が
渡
さ
れ
投
票
で
き
ま
す
。

●
ま
た
、
投
票
所
に
は
、
車
椅
子
・
老

眼
鏡
が
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

希
望
の
方
は
、
投
票
所
係
員
ま
で
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

○ 選挙に関するお問い合わせは、選挙管理委員会へ。　( 882) 1111㈹ 登録番 号 1- 962
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忘れずに
投

票

しましょう

投

票

日

2

月 18 日

(日)

午前7時～午後6時
衆
議
院
議
員
選
挙

従
来
ど
お
り
足
立
区
は
、
葛
飾
区
、

江
戸
川
区
と
と
も
に
、
東
京
都
第
1
0区

で
、
定
数
は
5
人
で
す
。

投
票
用
紙
に
は
、
候
補
者
名
を
記
入

し
ま
す
。

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
は
、

裁
判
官
に
任
命
さ
れ
て
か
ら
、
最
初
の

衆
議
院
議
員
選
挙
の
際
に
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
昭
和
6
1年
の
衆
議
院
議
員

選
挙
以
降
に
任
命
さ
れ
た
、
8
名
の
裁

判
官
が
、
審
査
に
付
さ
れ
ま
す
。

投
票
用
紙
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
裁
判

官
の
氏
名
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

や
め
さ
せ
た
い
と
思
う
裁
判
官
に
は
、

氏
名
の
上
の
欄
に
×
印
を
書
い
て
く
だ

さ
い
。

や
め
さ
せ
た
い
裁
判
官
が
い
な
い
場

合
は
、
な
に
も
書
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

入

場

整

理

券

ご
自
分
の
も
の
を
切
り
離

し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

入
場
整
理
券
は
、
世
帯
ご
と
に
2
名

連
記
式
の
(
ガ
キ
で
お
送
り
し
ま
す
。

例
え
ば
、
有
権
者
が
3
名
の
世
帯
に

は
、
(
ガ
キ
は
2
枚
(
1
枚
が
2
名
分

で
。
も
う
1
枚
は
1
名
分
)
お
送
り
し

ま
す
。

投
票
所
へ
お
い
で
に
な
る
と
き
は
、

ご
自
分
の
入
場
整
理
券
を
確
認
の
う
え
、

切
り
離
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

入
場
整
理
券
が
、
万
一
届
か
な
か
っ

た
り
、
紛
失
し
て
も
、
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
、
投
票
で
き
ま
す
。

投
票
日
当
日
、
投
票
所
の
「
庶
務
・
調

晝
係
」
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
都
外
へ
転
出
さ
れ
た
方
に
つ

い
て
は
、人
場
整
理
券
の
発
送
は
し
ま

せ
ん
。
-
2

月
6
日
ご
ろ
送
付
-

《
選
挙
運
動
が
で
き
な
い
人
》

公職選挙法では選挙の公正な執行を確保するため、次の人については、
選挙運動が禁止されています。

なお、公務員( 教青公務員を含む) は、他の法律でも制限を受けます。

選

挙

公

報

衆
議
院
議
員
選
挙
の
選
挙
公
報
と
。

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
審
査

公
報
は
、
新
聞
折
込
み
で
お
届
け
し
ま

す
。

※
折
込
日
2

月
1
4日
ご
ろ
の
朝
刊
。
(

朝
日
・
読
売
・
毎
日
・
日
経
・
東
京
・

産
経
の
各
新
聞
)

※
こ
れ
ら
の
新
聞
を
購
読
し
て
い
な
い

徙
帯
の
方
は
、
区
施
設
や
区
内
各
駅
に

選
挙
公
報
ス
タ
ン
ド
を
設
置
し
ま
す
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

足 立 区 で 不 在 者 投 票 の で き る
掴定 痢院( 老 人 ホ ーム)

公 職 選 挙 法 の 改 正

「
寄
附
の
禁
止
」「
あ
い
さ
つ
状
の
禁
止
」

「
あ
い
さ
つ
広
告
の
禁
止
」な
ど
で
公
職

選
拳
法
を
改
正

公
職
選
挙
法
が
昨
年
1
2
月
に
改
正
さ

れ
、
今
年
2
月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま

し
た
。
主
な
改
正
点
は
次
の
4
点
で
す
。
(

1
)
候
補
者
等
(
公
職
に
あ
る
者
も
含

ま
れ
ま
す
)

の
寄
附
の
禁
止
が
強
化
さ

れ
ま
し
た
。

候
補
者
等
が
選
挙
区
に
あ
る
者
に
対

し
行
う
寄
附
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、そ
れ
に
加
え
原
則
と
し
て
罰
則
(
2
0

万
円
以
下
の
罰
金
)
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

行
っ
て
よ
い
寄
附
と
し
て
は
政
党
、

政
治
団
体
ま
た
は
候
補
者
等
の
親
族
へ

の
寄
附
、
候
補
者
等
が
行
う
講
習
会
等

の
集
会
で
の
実
費
補
償
が
あ
り
ま
す
。
(

本
人
が
出
席
す
る
結
婚
式
の
祝
儀
、葬

式
の
香
典
は
罰
則
が
あ
り
ま
せ
ん
。
)

ま
た
、
有
権
者
が
候
補
者
等
を
威
迫
し

寄
附
の
勧
誘
、
要
求
し
た
場
合
。
要
求

し
た
者
に
1

年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は

禁
固
又
は
1
0万
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

(
2
)
後
援
団
体
が
行
う
寄
附
は
特
定
の

寄
附
を
除
き
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

従
前
は
一
定
期
間
を
除
き
寄
附
が
出

来
ま
し
た
が
。
今
回
の
改
正
で
特
定
の

寄
附
を
除
き
す
べ
て
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

「
花
輪
」『
香
典
』「
祝
儀
」な
ど
も
禁
止
に

含
ま
れ
ま
す
。ま
た
、特
定
の
寄
附
で
も

一
定
期
間
は
禁
止
さ
れ
ま
す
。
こ
の
違

反
も
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

(
3
)
候
補
者
等
や
後
援
団
体
の
有
料
の

あ
い
さ
つ
広
告
、
い
わ
ゆ
る
名
刺
広
告

は
す
べ
て
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

違
反
し
ま
す
と
罰
せ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
。

候
補
者
等
や
後
援
団
体
に
対
し
威
迫
し

て
広
告
を
求
め
ま
す
と
、
求
め
た
者
も

罰
せ
ら
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
ド
さ
い
。
(

4
)
候
補
者
等
の
年
賀
や
暑
中
見
舞
な

ど
の
時
候
の
あ
い
さ
つ
状
は
禁
止
さ
れ

ま
し
た
。

以
上
が
今
回
の
改
正
の
要
点
で
す
が
、

選
挙
管
理
委
員
会
は
、い
ま
ま
で
も
「
贈

ら
な
い
、求
め
な
い
、
受
け
取
ら
な
い
」

運
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
、
有
権
者
の
方
々
に
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

あなたの投票所を確かめましょう 投票区域一覧

○ 選挙に関するお問い合わせは、選挙管理委員会へ。　( 882)川1 ㈹ 登録番号 1- 962


